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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字盤（１０）と、
　文字盤の上方に配置されて、それぞれが中央穴（３０，３６）を有するヘッド（２９、
３５）および長く延びた本体（２８、３４）を形成する透明材料製の部品を有し、それぞ
れのヘッドが重なって、共通の回転軸（１５）まわりに回転するようにそれぞれのシャフ
ト（１３、１４）に固定されている一対の下側と上側の針（１１、１２）と、
　針のヘッドを下方から回転軸にほぼ平行な光束によって照明するように配置された静止
光源（２１）とを備えた時計用の発光針を有する表示装置であって、
　各針の前記ヘッド（２９、３５）は、前記ヘッド内に設けられ、針の長く延びた本体（
２８、３４）に向って前記光束の一部を反射するように設けられた複数のリフレクタ（４
０、４１）が設けられ、
　前記リフレクタ（４０、４１）は、前記ヘッド内に、前記本体付近だけでなく、前記本
体から距離を置いた位置にあるヘッド部分の領域にも分散配置されており、
　前記リフレクタ（４０、４１）は互に離れた位置に設けられ、
　前記本体（２８、３４）に近い位置のリフレクタが本体から遠い位置のリフレクタより
広い間隔を置いて設けられ、
　前記本体（２８、３４）から遠い位置のリフレクタは、反射光がヘッドの前記中央穴（
３０、３６）に向かうことを回避する向きになっていること
　を特徴とする表示装置。
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【請求項２】
　前記リフレクタ（４０、４１）は、前記軸（１５）にほぼ平行な光線の内部全反射を生
じるように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　ヘッド（２９、３０）は平坦であり、その上面と底面は平面状であって、各リフレクタ
（４０、４１）は、ヘッドの上面に形成した透明材料製の部品内に配置された中空部分（
４３）の傾斜面によって形成されていることを特徴とする請求項２記載の装置。
【請求項４】
　前記針の各々において、リフレクタ（４０、４１）が回転軸（１５）
からほぼ同一距離（Ｒ１、Ｒ２）に配置されており、該距離が針毎に異なっていることを
特徴とする前記請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　光源（２１）は、前記シャフト（１３、１４）の周囲に分散配置されて文字盤（１０）
の下方位置の印刷回路素子（２０）上に取り付けられた発光ダイオード（２３）を有する
ことを特徴とする前記請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　文字盤（１０）と、
　文字盤の上方に配置されて、それぞれが中央穴（３０，３６）を有するヘッド（２９、
３５）および長く延びた本体（２８、３４）を形成する透明材料製の部品を有し、それぞ
れのヘッドが重なって、共通の回転軸（１５）まわりに回転するようにそれぞれのシャフ
ト（１３、１４）に固定されている一対の下側と上側の針（１１、１２）と、
　針のヘッドを下方から回転軸にほぼ平行な光束によって照明するように配置された静止
光源（２１）とを備えた時計用の発光針を有する表示装置であって、
　上記光源（２１）は上記シャフト（１３、１４）の周囲に設けられた複数の発光ダイオ
ード（２３）を有すると共に分針（１１）のヘッド（２９）はヘッド内に設けられ且つ分
針の長く延びた本体（２８）に向って前記光束の一部を反射するように構成して互に分離
している複数のリフレクタ（４０）を有し、
　　前記リフレクタ（４０、４１）は、前記ヘッド内に、前記本体付近だけでなく、前記
本体から距離を置いた位置にあるヘッド部分の領域にも分散配置されており、
　　前記リフレクタ（４０、４１）は互に離れた位置に設けられ、
　　前記本体（２８、３４）に近い位置のリフレクタが本体から遠い位置のリフレクタよ
り広い間隔を置いて設けられ、
　　前記本体（２８、３４）から遠い位置のリフレクタは、反射光がヘッドの前記中央穴
（３０、３６）に向かうことを回避する向きになっていること
　を特徴とする装置
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、特に時計などのアナログ表示装置の、部分的に透明材料で形成され、光って暗
闇でも見えるように照明される針またはポインタに関する。
【０００２】
本発明はまた、そのような針を有する時計用アナログ表示装置に関する。本発明はさらに
、そのような表示装置を有する腕時計に関する。
【０００３】
【従来の技術】
現在では、特に自動車の速度計などのアナログ表示器を夜間に読み取りやすくするために
、透明着色材料製で、内側から照明して発光するように見える針を使用するのが一般的で
ある。たとえば、国際公報第ＷＯ９６／０２８１０号、米国特許第５，５４６，８８８号
、独国３８　１７　８７４号に、固定源から発生した光ビームが単一針の透明回転ハブを
軸方向に透過して反射面に達し、それが光を針の細長い本体内へ分散させる装置の記載が
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見られる。針の本体が十分かつ均一に発光するように見えるために、蛍光物質を組み込む
ことは周知である。しかし、これらの装置の電力消費量のため、今日までそれらの用途が
制限されてきた。
【０００４】
同じ目的で時計の針を内側から照明する着想はすでに古いが、特に時針や分針、おそらく
は秒針も同軸配置されて、針の円形ヘッドが重なっているため、上記装置の場合と同じよ
うに実現することができない。上側の針のヘッドに達するためには、軸方向光ビームが下
側の各針のヘッドを通過しなければならず、そこで光束を分割して、一方をその針の本体
の方へ、他方を上に重なった針の方へ向かわせなければならない。さらに、回転軸の領域
は一般的に不透明シャフトによって占められているので、透明シャフトを使用しなければ
、光はこの領域内を通ることができない。したがって、その結果として光を分散させるこ
とが特に困難になる。
【０００５】
スイス特許第１６０　７９７号では、大型時計の２本の針の各々が、薄い着色または透明
の底部と艶消し半透明カバーとを備えた中空ハウジングの形に形成されている。針用の同
軸シャフトの周囲に分散配置された３つの固定ランプ群が、軸方向光ビームを発生し、そ
れが各針のヘッドを背後から透過して、そこで鏡が光をハウジングの底部のアセンブリの
方へ分散させる。一方の針の鏡が他方の針の鏡に対して半径方向にずれて、それが影に入
らないようにしている。したがって、ランプから放出された光のほとんどが、鏡の横を通
るために失われる。さらに、中空針を有するこの種類の構造は、腕時計に応用するにはか
さばりすぎていることは明らかである。
【０００６】
さらに、各針の透明または半透明本体に固定された電子発光素子によって時計の針を照明
することが提案されている（たとえば、米国特許第５，６２３，４５６号）。このシステ
ムには、大きい空間を必要とすると共に長期的な信頼性が低い回転電気接点を必要とする
という欠点がある。
【０００７】
特開昭５５－６０８９４号には、透明材料製で、光拡散面を有する２本の同軸発光針を有
する時計が示されている。これらの針の重なった円形ヘッドは、固定源からの軸方向ビー
ムによって照明され、時針のヘッドは固定源に向き合う位置に半円形の断面形状の環状溝
を有する。ヘッドの上面はこの溝の上方の位置に、分針のヘッドの同様な環状溝の方へ光
を透過するための光拡散面を備えた環状隆起部分を備えている。しかし、この構造は、お
そらくは針での光分散が不十分であるために、商品として成功しなかった。
【０００８】
【特許文献１】
国際公報第ＷＯ９６／０２８１０号
【特許文献２】
米国特許第５，５４６，８８８号
【特許文献３】
独国３８　１７　８７４号
【特許文献４】
スイス特許第１６０　７９７号
【特許文献５】
米国特許第５，６２３，４５６号
【特許文献６】
特開昭５５－６０８９４号
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、腕時計などの、使用可能な電力が非常に限られている携帯装置において発光
針によってアナログ表示を行うためには、各針の少なくとも一部分を１つまたは複数の小
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電力固定光源から十分に照明することができる装置が必要である。特に、従来技術と比較
して、発光出力、すなわち、光源から放出された光の、針によって観察者の方へ有効に反
射される部分を増加させることが求められている。さらなる目的は、透明材料製の針を、
その針の本体の一定部分をより際立たせて照明できるように構成して、針の照明に使用可
能な電力が少なくても、その位置が観察者に明瞭に見えるようにすることにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
したがって、第１態様によれば、本発明は、特に時計のアナログ表示装置用の針において
、本体およびヘッドを形成する透明材料製の部品を有し、ヘッドを針の回転軸に心合わせ
して、その下面に光束を受け取ってその光束の少なくとも一部分を透明材料内へ分散させ
るように構成した針であって、針のヘッドには、ヘッド内に分散配置されて、光束の一部
分を本体の方へ反射するように構成された複数のリフレクタが設けられていることを特徴
とする。
【００１１】
本発明の別の態様によれば、時計用の発光針を備えた表示装置において、文字盤と、文字
盤の上方に配置されて、それぞれが針のヘッドおよび本体を形成する透明材料製の部品を
有し、それぞれの針のヘッドが重なって、共通の回転軸まわりに回転するようにそれぞれ
のシャフトに固定されている同軸針と、針ヘッド組を下方から回転軸にほぼ平行な光束に
よって照明するように配置された静止光源とを備えた表示装置であって、針の少なくとも
２本が、本発明の第１態様に従って形成されていることを特徴とする表示装置が提供され
ている。好ましくは、各針を個別に考えると、リフレクタが回転軸からほぼ同一距離に配
置されており、この距離が針毎に異なって、下側の針のリフレクタが上に重なった針のリ
フレクタを完全に遮蔽することを防止している。
【００１２】
これらの構造のため、好都合にもリフレクタを針のヘッド内に、針の本体付近だけでなく
、本体から距離を置いた位置にあるヘッド部分にも分散配置することができる。このよう
に針ヘッドの形状の異なった領域で軸方向光束の一部分を捕らえることによって、幾つか
の利点が得られる。これらのリフレクタは、ＷＯ９６／０２８１０号特許公報によって提
供されているような針の本体に向き合わせたリフレクタより合計表面積が大きく、したが
ってより多くの光を捕らえることができる。光源を回転軸の周囲に互いに離隔配置された
２つ以上の小型素子によって形成する時、リフレクタを適当に分散配置することによって
、本体に向き合わせて配置された単一リフレクタの場合より、針の回転中の変動が小さい
反射光強度を得ることができる。さらに、一定のリフレクタを好都合に異なった向きに設
けることができ、これによって、光を好都合に針の一定領域に向かわせて、そのような領
域をより際立たせて照明するか、針の形状を考慮に入れて光を十分に均等分布させること
ができる。
【００１３】
本発明の他の特徴および利点は、添付の図面を参照して非制限的な例として以下に記載す
る好適な実施形態の説明から明らかになるであろう。
【００１４】
【発明の実施の形態】
図１は、特に文字盤１０、時針１１および分針１２を含み、これらの針を図示しない時計
ムーブメントによって駆動される同軸シャフト１３および１４にそれぞれ取り付けて、そ
れらの共通軸１５まわりに回転できるようにした時間表示装置を備えた腕時計１のケース
の外形を概略的に示す。文字盤１０は、文字盤支持体１６に載置され、これらの２つの部
材に設けられた中央開口１７に、シャフト１３および１４を取り囲むように配置された透
明材料製の円筒管の壁で形成された光ガイド１８が固定されている。支持体１６の下方に
、光ガイド１８の底面２２に向き合わせて光源２１を担持している印刷回路板２０が設け
られている。光源はほぼ軸方向の向きの、すなわち、軸１５に平行な光ビームを発生する
。その光ビームはガイド１８によって軸１５の方向に進められる。本例では、光源２１は
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、ＳＭＤ技法に従ってシャフトの周囲に分散配置されて印刷回路板２０に取り付けられた
複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）２３で形成されている。ダイオード２３の数は好ましく
は３個であって、軸の周囲に等間隔に、本例では互いに１２０°の間隔を置いて分散配置
されている。たとえば回路板２０に取り付けられて時計の押しボタンなどの手動部材によ
って起動させる制御回路によって、それらのすべてが同時に点灯する。
【００１５】
時計ムーブメントはいずれの形式にすることもできる。電子式である場合、それは印刷回
路板２０の下面か、下方に位置する別の回路板に取り付けることができる。
【００１６】
時間の読取りを容易にするため、特に暗闇でそれを可能にするために、針１１および１２
の内側を光源２１によって照明しようとするものである。図示の例では、文字盤の照明が
ないが、後述するように、それを設けることもできる。
【００１７】
図２では、時針１１は、分針１２によって隠蔽されているので、点線で示されている。図
３～図６では、針の透明部分だけを示すために、各針の中央ブッシュが省略されている。
【００１８】
時針１１は、中央金属ブッシュ２６と、針の細長い本体２８および円形ヘッド２９を形成
する透明材料製の部品２７（図４）とを有しており、ヘッド２９に設けられた中央穴３０
内にブッシュ２６が固定されている。部品２７は好ましくは、金属ブッシュにオーバーモ
ールディングして形成された、たとえばＰＭＭＡ製の成形合成部品にすることができる。
金属ブッシュは、通常通りに対応のシャフト１４に取り付けられている。針の本体２８は
好ましくは、平面図が三角形または台形であるが、要件によっては他の形状にすることも
できる。
【００１９】
従来通りに時針１１の上方に配置された分針１２も、中央金属ブッシュ３２と、細長い本
体３４および円形ヘッド３５を含む透明材料製の部品３３（図３）とを有しており、円形
ヘッド３５に設けられた中央穴３６にブッシュ３２が固定されている。この透明部品３３
は、他方の針の部品２７と同様にして形成することができ、同一寸法のヘッドおよび長く
した本体を有する。分針のヘッド３５の上面は、図面をわかりやすくするために図２およ
び図３では省略されている不透明キャップ３７で覆われている。
【００２０】
時針１１のヘッド２９内には、その中央穴３０の周囲に幾つかのリフレクタ４０が分散配
置されている。本例では、これらのリフレクタの数が１１個であり、すべてが回転軸１５
からほぼ同一距離Ｒ１に位置している。同様に、幾つかのリフレクタ４１が、分針１２の
ヘッド３５内に分散配置されている。本例では、リフレクタ４１の数が９個であり、回転
軸１５からほぼ同一距離Ｒ２に位置している。この距離Ｒ２がＲ１より小さいため、各リ
フレクタ４１は、針のリフレクタ４０の１つの影に完全に入ってしまう危険性がなく、光
ガイド１８から時針１１を通過した軸方向光束の一部分を受け取ることができる。この危
険性は、リフレクタの数および分布が互いの針で異なることによっても回避される。各リ
フレクタ４０および４１は好ましくは、各針の透明ヘッド内に配置された二面体すなわち
Ｖ字形中空部分４３（図６）の斜面によって形成され、二面体の面の一方が傾斜リフレク
タを形成し、二面体の他方の面４４はほぼ垂直、すなわち、回転軸１５に平行であって、
軸方向光束の遮断をできる限り少なくしている。各中空部分４３の残りの面４５も、同一
理由から垂直である。
【００２１】
図示の例では、各針の本体２８、３４およびヘッド２９、３５を形成する透明部品が平形
であるため、ヘッドの厚さは針の本体と同じである。リフレクタ４０および４１は、この
部品の全厚にわたって形成されており、軸１５および光ビームに対して約４５°傾斜して
、その傾斜面から各針の内部に向けて光を反射することができる。図２および図５の平面
図で、リフレクタ４０および４１が全体的に異なった向きにあることがわかり、それによ
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って、反射光を針の本体内へ分散させることができるようにする一方で、本体から最も遠
いリフレクタによって反射した光のできるだけ多くが、本体に近い位置のリフレクタの間
を通過できるようにすることができる。これが、本体に近い位置のリフレクタが本体から
最も遠いリフレクタより広い間隔を置いて設けられている理由である。さらに、本体から
最も遠いリフレクタは、反射光がヘッドの中央穴３０、３６に向かうことを回避できるよ
うな向きになっている。各針ヘッド２９、３５の外周面４６、４７に不透明の、好ましく
は反射コーティングを塗布して、光がこの位置で外部へ逃げるのを防止している。
【００２２】
上記のような針は、研磨カットガラスで形成することができることがわかるであろう。
【００２３】
リフレクタが約４５°傾斜しているため、下方から軸１５にほぼ平行な方向でリフレクタ
に到達する光線は、透明材料の屈折率が√２より大であるならば、内部全反射を行い、こ
れはＰＭＭＡの場合であって、さまざまな種類のガラスおよび他の透明材料をそのような
針の製造に使用することができる。内部全反射によって、金属リフレクタで達成できるも
のより多くの光エネルギを針の本体の方へ送ることができる。光ガイド１８も、上記材料
の１つで製造することができる。
【００２４】
３つの発光ダイオード２３は小型であり、したがってほぼ点状である。それらの各々は、
主に軸方向に、すなわち、軸１５に平行に光を放出する。軸に平行でない光部分は、ガイ
ド１８の円筒面でその内側に全反射によって反射することができる。内部全反射条件を満
たすために入射光を斜めにする場合、、ガイドの側面の下部分に反射コーティングを塗布
することができる。しかし、ガイドの上面から針の方向に出る光の強度が、ビームの形状
全体で均一にならない。図２～図５に示されたようなリフレクタ４０および４１の分布は
、針の回転中に各針内へ反射された光部分の変動が比較的少なくなるように選択される。
したがって、この分布は、光源２１を形成するダイオードの数によって決まる。
【００２５】
光ガイド１８はダイオード２３に対して固定されているので、ビーム形状全体で光度を均
一にするか、または光線のほとんどがガイドを出る時に軸方向に向かうようにするのに最
適な光ビームを出力部に生じやすい光学形状を光ガイド１８に与えることができる。たと
えば、各ダイオードと向き合うガイド下面は、特にフレネルレンズの形でレンズ効果を生
じる形状を有することができる。ガイドの上面にも同様な構造を設けることができる。
【００２６】
リフレクタ４１が軸１５に最も近いのは、上側の針、ここでは分針１２であり、他方の針
のリフレクタ４０は軸から最も遠いことがわかるであろう。これには２つの理由がある。
第１に、下側の針１１の穴３０の方が大きく、したがって、もしリフレクタ４０が近けれ
ば、反射光がその周囲に広がることが困難になるであろう。第２に、軸方向ビームの光の
強度は内部に近い方がわずかに大きいので、下側の針のヘッドでの光の拡散および損失を
考えれば、上側の針を照明するためにこのビーム部分を使用する方がよいであろう。
【００２７】
そのような構造では、デジタルシミュレーションから、回転中の各針本体の優れた照度均
一性と共に、良好な発光出力を得ることができることがわかっており、この出力は、２本
の針の一方の本体２８、３４の基部の断面を通過する光力と光源２１の全発光力との比と
して定められるものである。図示の構造では、３．８％～４．５％程度の出力値が算定さ
れたが、針の本体に向き合う位置だけに設けたリフレクタで得られる出力はわずかに２％
ほどである。
【００２８】
このように針の透明本体の内部に向けて反射された光によって各針の位置を明瞭に見える
ようにするための好都合な解決法は、光拡散面を適当な場所に、特に本体の下面に設ける
ことにある。従来技術では、そのような光拡散面を透明材料製の研磨または粗面構造で形
成することが提案された。本明細書に記載した装置で利用可能な低光力では、表面の照明
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が微弱すぎるままであるため、光拡散面のこの実施例は最適ではない。
【００２９】
もっと有効な解決法は、光をリフレクタから直接的に受け取るために、好ましくは本体の
全体的平面に対して傾斜させて、白色または着色塗料か、蛍光塗料で被覆した１つまたは
複数の光拡散面によって針の本体を見えるようにすることにある。塗装域はさらに、昼間
に針を見やすくする。図５～図７は、時針の本体２８の下面５２に設けられた溝５１の傾
斜側面によって形成されたそのような光拡散面５０の構造の一例を示す。溝５１は、透明
部品の成形中に形成することができる。好ましくは、それの形状が本体２８の外形をなぞ
ることによって、観察者は昼間も夜間も針のほぼ同一形状を見ることができる。さらに、
この構造は、針の本体の中央域に不透明構造または装飾部材を配置できるようにする。塗
料は、図面に太線で示されているように、１つの塗膜になるように塗布するだけでも、溝
全体を満たしてもよい。他の針にも、同様な溝を異なった形状で設けることができる。
【００３０】
図８に示された変更例では、光拡散面５４が、直接的に針の本体２８の下面の傾斜側面に
よって形成されている。
【００３１】
上記例には、添付の請求項によって定義される本発明の範囲から逸脱することなく多くの
変更または変化を加えることができる。特に、発光針の数は２つに制限されない。たとえ
ば、中央秒針を有する腕時計の場合、秒針も発光形にして、上記原理に従って製造するこ
とによって、同じ軸方向光ビームが３つの同軸針を照明するようにすることができる。図
１に示された表示装置の別の実施形態では、分針１２のブッシュ３２およびカバー３７を
貫通するシャフトによって担持された非発光形中央秒針を追加することもできる。もちろ
ん、本発明の原理に従って製造された針を、たとえば自動車のダッシュボードの表示器の
単一針すなわちポインタとして使用することもできる。
【００３２】
本発明に従って針のヘッド内に分散配置された複数のリフレクタは、４５°に近い傾斜で
針のヘッドの外周面に沿って配置されたリフレクタを含むこともできる。この場合、好ま
しくは、この外周面がのこ歯形状を有して、リフレクタが反射光を針の本体の方へ向かわ
せるようにする。
【００３３】
針の本体は、平形にする代わりに、針の先端の方向に隆起して入射光線を上向きに反射す
る下面などによって可変厚さを有することができる。この長手方向に傾斜した面は、光拡
散面を含むこともできる。
【００３４】
合成材料製の薄い針本体が、特に熱の作用によって比較的変形しやすい場合、外側または
内側金属部材、たとえば、中央ブッシュに付着させた半径方向バーによって剛直化するこ
とができる。
【００３５】
光源２１は、上記３つの発光ダイオード２３によって形成する代わりに、他の形をとるこ
とができる。軸の周囲の光度の均一性を確実に改善するために、特に細長い光源か、環状
のものさえ使用することができる。
【００３６】
図示しない変更例では、文字盤支持体１６を透明材料製にしてガイド１８と結合させるこ
とによって、光源２１から出た光の一部を文字盤の下側へ導いて、文字盤の一定の開口お
よび／またはその上に配置された時間マークを発光させることができる。
【００３７】
別の変更例によれば、環状光ガイド１８を回転できるようにして、最も近い針、図１の例
の場合は時針１１の透明部材に固定することによって、これらの２つの部材間での光の損
失を回避することができる。しかし、この部品の製造は、平形針の製造より高コストにな
るであろう。
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【図面の簡単な説明】
【図１】腕時計の、本発明に従った発光針によるアナログ時間表示装置の概略縦断面図で
ある。
【図２】図１に示された時針および分針の上面図である。
【図３】分針の斜視図である。
【図４】時針の斜視図である。
【図５】上方から見た時針の詳細図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線に沿った断面図である。
【図７】図５のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿った断面図である。
【図８】図７と同様図であって、変更実施形態を示す。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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